
岡⼭県地域包括・在宅介護⽀援センター協議会主催 

 
 令和３年４月施行の社会福祉法により、各市町村における包括的支援体制の構築を進めることを目的

として、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重層的支援体制整備事業」が

創設されました。私たち地域包括・在宅介護支援センターは、これまで取り組んできた実践を基に、高

齢者とその家族が抱える複雑化・多様化する生活課題や地域課題の解決のため、活動する地域の特性を

活かし、実施主体である市区町村をはじめ多くの関係機関・団体・住民と連携を図りながら、地域包括

ケアシステムの中心的な担い手としての役割を発揮することが期待されています。 

本セミナーでは、センターにかかわる最新の制度動向について理解を深めるとともにこれからの地域

包括・在宅介護支援センターが果たすべき役割について考えることを目的に開催します。 

 

1.日時 令和４年６月１８日（土） 13 時 50 分～16 時 15 分 

 
2.会場 きらめきプラザ ４階 ４０１会議室  （岡山市北区南方 2 丁目 13-1） 
 
3.内容／プログラム  
13:50～14:00 開会挨拶 
14:00～15:10  基調講演 
「新型コロナウイルス感染症流行下における 
地域包括ケアシステムの構築から地域共生社会の実現に向けて（仮）」 

講師 全国社会福祉協議会 副会長 古都 賢一 氏 
15:10～16:10  鼎談「現場実践から地域包括ケアの深化を探る」 

～地域包括・在宅介護支援センターの現状と課題～ 
鼎談者：全国社会福祉協議会 副会長 古都 賢一 氏 

岡山県地域包括・在宅介護支援センター協議会役員・研修委員 等 
進 行：岡山県地域包括・在宅介護支援センター協議会 会長 青木佳之 

(あいの里在宅介護支援センター) 
16:15         閉会 

 

＜プロフィール＞ 古都 賢一（ふるいち けんいち）氏 
東京大学法学部卒業。厚生省（現厚生労働省）に入省。その後、環境庁（現環境省）、総務庁（現総務省）、
北九州市での勤務を経て、厚生省社会・援護局施設人材課福祉人材確保対策官、名古屋大学法学研究科助教
授、その後、厚生労働省、独立行政法人国立病院機構財務部長での勤務を経て、２００５年より、厚生労働
省老健局振興課長、社会・援護局保護課長、年金局総務課長、社会・援護局総務課長、大臣官房審議官（賃
金、社会・援護・人道調査担当）を経て、２０１５年４月より独立行政法人国立病院機構副理事長。 ２０
１９年３月末、厚生労働省定年退職。 ２０１９年６月より現職。 

 

 
4.参加対象 

地域包括・在宅介護支援センター職員、介護保険関連事業所職員、社会福祉協議会職員、 
自治体職員等 関心のある方どなたでもご参加いただけます。 

 
5.定員 １００名（定員になり次第お断りします） 
 
 
 

令和４年度 地域包括・在宅介護支援センターセミナー 



岡⼭県地域包括・在宅介護⽀援センター協議会主催 

 
6.参加申込締切 ６月３日（金）「参加申込書」よりＦＡＸ等にてお申込ください。 
 
 
7.参加費  会員：無料 ／ 会員外：３，０００円（当日、受付にてお支払いください） 
 
 
8．緊急時の対応について 

自然災害等の災害・緊急時により急遽開催を延期、中止すると判断した場合は、参加のみなさまに、
ご連絡いたします。また、本会ホームページトップページに対応状況を掲載いたしますのでご確認くだ
さい。            （岡山県地域包括・在宅介護支援センター協議会ホームページ） 

https://sites.google.com/site/okasienkyou/ 
 
9．新型コロナウイルス感染拡大防止へのご協力とお願い 

新型コロナウイルス感染症の感染予防対策の徹底を図りながら実施いたします。また、感染状況によ
り開催方法をオンライン開催（併用含む）へ変更をする場合があります。 
なお、会場参加にあたっては下記内容の徹底にご協力をお願いいたします。 
(1)次の症状がある人は、参加をお控えください。 
・発熱や風邪症状（くしゃみや咳が出る）がある方。 
・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさがある等、体調不良の方。 
・10 日以内に身の回り（家族・お勤め先等）で新型コロナウイルス感染症の罹患者がいた方。 

(2)会場へお越しいただく前に、必ず検温し発熱がないことを確認し、参加してください。 
(3)マスクを必ず着用し、咳エチケットの徹底をお願いします。 
(4)手洗い及び手指のアルコール消毒等、衛生対策の徹底をお願いします。 
(5)会場内は、定期的な換気を行うため、寒暑調節のできる服装でお願いします。 

 
10．その他 

会場は障害のある方や高齢の方なども多く利用される施設であり、満車になると不便と負担をおか
けすることになります。公共交通機関のご利用、または車でお越しの方は近隣の有料駐車場のご利用に
ご協力をお願いいたします。 

 
11.お問い合わせ ■岡山県地域包括・在宅介護支援センター協議会 事務局（貝原） 

岡山県社会福祉協議会 地域福祉部内 

〒700-0807 岡山市北区南方 2 丁目 13-1 きらめきプラザ 3 階 
TEL：086-226-2835  FAX：086-225-6602 e-mail ：oka.sienkyou@gmail.com  
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６月１６日（木）




